
平
成
二
十
九
年
四
月
四
日
提
出

質

問

第

一

九

八

号

安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
が
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を
補
助
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
職
員
の
異
動

の
有
無
及
び
決
定
過
程
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

小

宮

山

泰

子
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安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
が
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を
補
助
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
職
員
の
異
動

の
有
無
及
び
決
定
過
程
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
七
年
三
月
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
安
倍
昭
恵
総
理
夫
人
が
「
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行

を
補
助
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
職
員
二
名
を
内
閣
官
房
に
置
い
て
い
る
ほ
か
、
日
常
的
に
は
各
省
庁
で
勤
務
し
て
い
る
が
、
安

倍
総
理
夫
人
の
総
理
公
務
補
助
を
必
要
に
応
じ
支
援
す
る
職
員
三
名
を
内
閣
官
房
に
併
任
さ
せ
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
が
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を
補
助
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
職
員
（
以
下
「
総

理
夫
人
付
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
官
房
庁
舎
内
に
お
い
て
執
務
を
行
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
総
理
夫
人
が
我
が
国
の
内
外

へ
出
張
す
る
際
の
多
く
に
同
行
す
る
な
ど
し
て
い
る
他
、
特
に
経
済
産
業
省
よ
り
出
向
し
て
総
理
夫
人
付
職
員
の
任
に
就
い
た

谷
査
恵
子
氏
は
、
大
阪
府
豊
中
市
で
の
森
友
学
園
に
よ
る
小
学
校
新
設
事
業
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
り
、
課
題
と
な
っ
て
い
た

土
地
の
賃
貸
期
間
の
延
長
に
係
る
要
望
に
つ
い
て
財
務
省
担
当
部
局
に
問
合
せ
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
を
用
い
て
回
答
を
行
う
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
衆
参
各
委
員
会
の
質
疑
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。当

該
総
理
夫
人
付
職
員
の
異
動
に
つ
い
て
、
情
報
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。
経
済
産
業
省
に
お
い
て
人
事
情
報
に
つ
い
て
は
課

一



長
以
上
に
つ
い
て
の
み
公
表
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

谷
査
恵
子
氏
は
総
理
夫
人
付
職
員
か
ら
異
動
の
辞
令
が
出
て
い
る
か
否
か
、
明
ら
か
と
さ
れ
た
い
。

二

谷
査
恵
子
氏
が
総
理
夫
人
付
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
回
答
頂
き
た
い
。

三

谷
査
恵
子
氏
の
異
動
辞
令
が
事
実
で
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
決
定
期
日
並
び
に
、
異
動
先
に
つ
い
て
示
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

四

国
家
公
務
員
の
異
動
は
、
四
月
一
日
付
け
で
あ
る
と
か
七
月
の
異
動
な
ど
定
例
の
時
期
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
部
署

の
新
設
・
改
編
な
ど
に
伴
い
不
定
期
に
異
動
辞
令
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
他
、
一
般
的
に
不
定

期
の
異
動
が
行
わ
れ
る
事
情
に
つ
い
て
、
例
示
し
て
示
さ
れ
た
い
。

五

谷
査
恵
子
氏
が
定
例
的
時
期
で
な
い
異
動
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
目
的
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


